
四日市市告示第４０９号 

 四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。 

  令和元年６月１１日 

                    四日市市長 森  智 広 

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要

綱 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年四日市市告

示第１３６号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子及び父子並びに

寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号。以下「法」という。）に規定する母

子家庭又は父子家庭の自立の促進を図

るため、予算の範囲内において職業能力

の開発又は資格の取得を目的とした講

座の受講に対して、自立支援教育訓練給

付金（以下「給付金」という。）を支給

することに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（対象講座） 

第２条 給付金の対象となる講座（以下

「対象講座」という。）は、次の各号に

掲げる講座とする。 

(1) 雇用保険法（昭和４９年法律第１

１６号）及び雇用保険法施行規則（昭

和５０年労働省令第３号）の規定に

（目的） 

第１条 この要綱は、母子家庭又は父子家

庭の自立の促進を図るため、予算の範囲

内において職業能力の開発又は資格の

取得を目的とした講座の受講に対して、

自立支援教育訓練給付金（以下「給付金」

という。）を支給することに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

（対象講座） 

第２条 給付金の対象となる講座（以下

「対象講座」という。）は、次の各号に

掲げる講座とする。 

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指

定講座 

 



よる一般教育訓練に係る教育訓練給

付金（以下「一般教育訓練給付金」

という。）の指定教育訓練講座及び

これに準ずると市長が指定する講座 

（2） 雇用保険法及び雇用保険法施行規

則の規定による特定一般教育訓練に

係る教育訓練給付金（以下「特定一

般教育訓練給付金」という。）の指

定教育訓練講座（ただし、専門資格

の取得を目的とする講座に限る。）

及びこれに準ずると市長が指定する

講座 

（3） 雇用保険法及び雇用保険法施行規

則の規定による専門実践教育訓練に

係る教育訓練給付金（以下「専門実践

教育訓練給付金」という。）の指定教

育訓練講座（ただし、専門資格の取得

を目的とする講座に限る。）及びこれ

に準ずると市長が指定する講座 

 

（支給対象者） 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支給

対象者」という。）は、次の全ての要件

を満たす市内に住所を有する母子家庭

の母又は父子家庭の父（法第６条第１項

又は第２項に規定する配偶者のない者

で現に２０歳に満たない児童を扶養し

ているものをいう。）であって、対象講

座の受講を修了したものとする。 

 

(1)から(3)まで  (略) 

 

 

 

 

 

(2) その他市長が指定する講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給対象者） 

第３条 給付金の支給対象者（以下「支給

対象者」という。）は、次の全ての要件

を満たす市内に住所を有する母子家庭

の母又は父子家庭の父（母子及び父子並

びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２

９号）第１７条に定める配偶者のない者

で現に児童を扶養しているものをい

う。）であって、対象講座の受講を修了

したものとする。 

(1)から(3)まで (略) 

 



（支給額） 

第４条 給付金の支給額は、次の各号に掲

げる支給対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(1) 対象講座受講開始現在において一

般教育訓練給付金又は特定一般教育

訓練給付金を受給できない支給対象

者 当該支給対象者が対象教育訓練

の受講のために支払った費用（入学料

及び授業料に限る。）の額に１００分

の６０を乗じて得た額（その額が２０

万円を超える場合は、２０万円とし、

１２千円を超えない場合は給付金の

支給は行わないものとする。） 

 

 

 

 

(2) 対象講座受講開始現在において専

門実践教育訓練給付金を受給できな

い支給対象者 当該支給対象者が対

象教育訓練の受講のために支払った

費用（入学料及び授業料に限る。）の

額に１００分の６０を乗じて得た額

（その額が修学年数に２０万円を乗

じて得た額を超える場合は、修学年数

に２０万円を乗じて得た額とし（この

場合８０万円を超えるときは８０万

円とする。）、１２千円を超えない場

合は給付金の支給は行わないものと

する。） 

(3) 対象講座受講開始日現在において

（支給額） 

第４条 給付金の支給額は、次の各号に掲

げる支給対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

(1) 対象講座受講開始現在において雇

用保険法（（昭和４９年法律第１１６

号。以下「法」という。）及び雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第

３号））の規定による一般教育訓練給

付金（以下「一般教育訓練給付金」と

いう。）を受給できない支給対象者 

当該支給対象者が対象教育訓練の受

講のために支払った費用（入学料及び

授業料に限る。）の額に１００分の６

０を乗じて得た額（その額が２０万円

を超える場合は、２０万円とし、１２

千円を超えない場合は給付金の支給

は行わないものとする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 対象講座受講開始日現在において



一般教育訓練給金、特定一般教育訓練

給付金又は専門実践教育訓練給付金

を受給できる支給対象者 前２号に

定める額から雇用保険法第６０条の

２第４項の規定により当該支給対象

者が受給した一般教育訓練給付金、特

定一般教育訓練給付金又は専門実践

教育訓練給付金の額を差し引いた額 

 

（対象講座指定の申請） 

第６条 (略) 

２ 前項の指定を受けようとする者（以下

「指定申請者」という。）は、四日市市

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事

業対象講座指定申請書（第１号様式。以

下「講座指定申請書」という。）に次の

各号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が

その保有する帳簿その他の資料によっ

て確認することを支給申請者が認める

場合は、添付書類の提出を省略すること

ができる。 

(1)  (略) 

(2) 指定申請者に係る児童扶養手当証

書の写し（児童扶養手当を現に受給し

ている者に限る。ただし、８月から１

０月までの間に申請する場合を除く。

第９条第１項第２号において同じ。）

又は申請者の前年（１月から７月まで

の間に申請する場合には、前々年。第

９条第１項第２号において同じ。）の

所得の額並びに扶養親族等の有無及

一般教育訓練給金を受給できる支給対

象者 前号に定める額から法第６０条

の２第４項の規定により当該支給対象

者が受給した一般教育訓練給付金の額

を差し引いた額 

 

 

 

 

（対象講座指定の申請） 

第６条 (略) 

２ 前項の指定を受けようとする者（以下

「指定申請者」という。）は、四日市市

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事

業対象講座指定申請書（第１号様式。以

下「講座指定申請書」という。）に次の

各号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が

その保有する帳簿その他の資料によっ

て確認することを支給申請者が認める

場合は、添付書類の提出を省略すること

ができる。 

(1)  (略) 

(2) 指定申請者に係る児童扶養手当証

書の写し（申請者が児童扶養手当受給

者の場合）又は申請者の前年（１月か

ら６月までの間に申請する場合には、

前々年）の所得の額等についての市町

村長（特別区の区長を含む。）の証明

書（所得税法（昭和４０年法律第３３

号）に規定する控除対象扶養家族（１

９歳未満の者に限る。）がある者にあ



び数並びに所得税法に規定する老人

控除対象配偶者、老人扶養親族及び特

定扶養親族の有無及び数についての

市町村長（特別区の区長を含む。以下

同じ。）の証明書（所得税法（昭和４

０年法律第３３号）に規定する控除対

象扶養家族（１９歳未満の者に限る。）

がある者にあっては、当該控除対象扶

養親族の数を明らかにすることがで

きる書類及び当該控除対象扶養親族

の前年の所得の額についての市町村

長の証明書を含む。第９条第１項第２

号において同じ。） 

(3)  指定申請者が、寡婦控除又は寡夫

控除のみなし適用対象者（児童扶養手

当法施行令（昭和３６年政令第４０５

号）第４条第２項第３号に規定する所

得割の納税義務者に該当する者をい

う。第９条第１項第３号において同

じ。）であるときは、当該対象者の子

の戸籍謄本及び当該対象者と生計を

一にする子の前年の所得（１月から７

月までの間に申請する場合には、前々

年の所得。第９条第１項第３号におい

て同じ。）の額を証明する書類等、当

該事実を明らかにすることができる

書類 

 

（給付金の支給申請） 

第９条 対象講座の指定を受けて給付金

の支給を申請しようとする者（以下「支

給申請者」という。）は、対象講座を修

っては、当該控除対象扶養親族の数を

明らかにすることができる書類及び

当該控除対象扶養親族の前年の所得

の額についての市町村長の証明書を

含む。第９条第１項第２号において同

じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給付金の支給申請） 

第９条 対象講座の指定を受けて給付金

の支給を申請しようとする者（以下「支

給申請者」という。）は、対象講座を修



了した後に、四日市市母子家庭等自立支

援教育訓練給付金事業支給申請書（第４

号様式。以下「支給申請書」という。）

に次の書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、公簿等によっ

て確認することができる場合で、市長が

特に必要がないと認める場合は、添付書

類の提出を省略することができる。 

(1)  (略) 

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証

書の写し又は支給申請者の前年の所

得の額並びに扶養親族等の有無及び

数並びに所得税法に規定する老人控

除対象配偶者、老人扶養親族及び特定

扶養親族の有無及び数についての市

町村長の証明書（ただし、証明すべき

対象となる所得が対象講座を指定し

た年と同年である場合は、（所得の更

正決定があった場合を除く。）添付を

省略することができる。） 

(3)  支給申請者が、寡婦控除又は寡夫

控除のみなし適用対象者であるとき

は、当該対象者の子の戸籍謄本及び当

該対象者と生計を一にする子の前年

の所得の額を証明する書類等、当該事

実を明らかにすることができる書類 

(4)  (略) 

(5)  (略) 

(6)  (略) 

(7)  一般教育訓練給付金、特定一般教

育訓練給付金又は専門実践教育訓練

給付金が支給されている場合は、その

了した後に、四日市市母子家庭等自立支

援教育訓練給付金事業支給申請書（第４

号様式。以下「支給申請書」という。）

に次の書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、公簿等によっ

て確認することができる場合で、市長が

特に必要がないと認める場合は、添付書

類の提出を省略することができる。 

(1)  (略)  

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証

書の写し（支給申請者が児童扶養手当

受給者の場合）又は支給申請者の前年

（１月から６月までの間に申請する

場合には、前々年）の所得の額等につ

いての市町村長（特別区の区長を含

む。）の証明書（ただし、証明すべき

対象となる所得が対象講座を指定し

た年と同年である場合は、（所得の更

正決定があった場合を除く。）添付を

省略することができる。） 

 

 

 

 

 

 

(3)  (略) 

(4)  (略) 

(5)  (略) 

(6) 一般教育訓練給付金が支給されて

いる場合は、その額を証明する書類 

 



額を証明する書類 

２ 前項の申請は、受講修了日から起算し

て３０日以内に行わなければならない。

ただし、やむを得ない事由がある場合に

はこの限りではない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、専門実践

教育訓練給付金の支給を受けることが

できる申請者は、専門実践教育訓練給付

金の支給額が確定した日から起算して

３０日以内に第１項に係る申請を行わ

なければならない。 

 

 

２ 前項の申請は、受講修了日の翌日から

起算して１か月以内に行わなければな

らない。ただし、やむを得ない事由があ

る場合にはこの限りではない。 

 

 

 

 

 

    

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

 

（こども未来部こども保健福祉課） 


